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総務省自治行政局公務員部公務員課  

 

医療従事者等に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に 

係る考え方について 

 

 医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者（新型コロナウイルス感染症疑い患者を含

む。以下同じ。）に直接医療を提供する施設の医療従事者等（新型コロナウイルス感染症患者

の搬送に携わる救急隊員等及び患者と接する業務を行う保健所職員等を含む。）以下同じ。）

に該当する地方公務員についての新型コロナワクチン接種に係る考え方について、下記のと

おりＱ＆Ａを周知しますので、各地方公共団体におかれましては適切に対応いただきますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

Ｑ：医療従事者等に該当する地方公務員が新型コロナワクチンを接種する場合に、年次有給

休暇の取得や職務専念義務の免除等の手続が必要となるか。 

 

Ａ：新型コロナワクチンの接種順位の上位に位置づけられている医療従事者等については、

その業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、当該医療従

事者等の発症及びリスクの軽減は、医療提供体制等の確保のために必要とされています。 

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は、医療従事者等の自由意志に基づくもので

あり、接種について職務命令を発することはできませんが、当該医療従事者等がワクチン

接種を希望する場合においては、その業務遂行のために必要な行為として、職務に関する

ものであると整理して差し支えありません。このため、特段、年次有給休暇の取得や職務

専念義務の免除等の手続が必要となるものではありません。 

なお、高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等（介護保険施設、居住系介護サービス、

高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設等）において、利用者に直接接する職員に該

当する地方公務員についても同様の取扱いとしてください。 
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